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Ｑ．国立大学で保管しているトランスやコンデンサで，微量のＰＣＢが含まれ

るかどうか分析する必要はありますか。また，そのときに県の補助を受け

ることができますか。

Ａ．銘板や製造メーカーへの問い合わせなどで，ＰＣＢの含有が明らかになら

ない場合は分析をお願いします。

補助対象者は 「法人その他団体」及び「個人」となっており 「国・地， ，

」 。方公共団体・独立行政法人・公社とこれらに準ずるもの は該当しません

Ｑ．安定器の予備登録や搬入荷姿登録は，いつまでに誰に対して行えばよいの

ですか。

Ａ．処理委託契約の半年前までに，日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）

まで登録をお願いします。

Ｑ．現在，安定器をバンドタイプのステンレス缶で保管しています。指定容器

に該当しませんが，処理委託できますか。

Ａ．指定容器以外の容器についても処理委託は可能です。ただし，指定容器割

引は適用されません。

Ｑ．県に提出しているＰＣＢ廃棄物の保管及び処分状況等届出書には，安定器

の個数とそれぞれの重量を記載していますが，保管容器の重量を含めた総

重量は記載していません。日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）との

処理契約では，総重量となっているようで，県に提出した内容（個別重量

と総重量）に違いが生じますが，大丈夫ですか。

Ａ．記載内容の違いについてですが，表記上の違いでありましたら問題ござい

ません。ただし，記入漏れなどの場合は訂正が必要になりますので，すみ

やかに県にご相談ください。

Ｑ．水銀灯安定器や低圧ナトリウム灯安定器は処理対象になりますか。

Ａ．処理対象となります。ただし，機器自体が非常に小さい場合もあり，その

場合はＰＣＢ汚染物として処理するケースも考えられます。

Ｑ．指定容器１缶あたり５８８，０００円割引のようですが，指定容器が２缶

ある場合は，１，１７６，０００円の割引となるのですか。



Ａ．そのような割引になります。

Ｑ．重点搬入計画表では徳島市は４回あるようですが，他の市町村では１回だ

けですか。

Ａ．徳島市は町名等により中心部・北部・西部・南部と４つの区域に分けてい

ます。このため，４回搬入できるのではなく，他の市町村と同様に原則１

回となります。どの地区が重点搬入時期かについては，お問い合わせくだ

さい。

Ｑ．徳島市中心部でトランスと安定器を保管していますが，重点搬入計画に基

づき１回目にトランス，２回目に安定器を搬入しなければいけないのです

か。

Ａ．登録手続きが間に合えば，安定器についても１回目の搬入も可能です。詳

細については，日本環境安全事業株式会社（ＪＥＳＣＯ）にご相談くださ

い。

Ｑ．安定器を鉄製容器に保管していますが，指定容器に移し替えようと考えて

います。以前保管していた鉄製容器は，通常の廃棄物として処理できます

か。

Ａ．油漏れしておらず汚染されていなければ，通常の産業廃棄物として処理可

能です。

Ｑ．安定器の処理料金が非常に高いようです。東京事業所で安定器を処理する

ときの料金は，もっと安かったと思いますがどうしてですか。

Ａ．東京事業所では既存施設を利用して処理する方法を予定していましたが，

処理工程で不都合が生じ現在のところ受け入れを停止しています。新たな

処理方法を導入し施設を建設したので，処理料金が高くなりました。今後

は新しい処理方式が採用されるので，処理料金については全国統一料金と

なります。

Ｑ．なぜ安定器を運搬するときは専用の容器に入れる必要があるのですか。

Ａ．消防法の関係で安定器は危険物に該当します。この危険物を運搬するとき

は，専用の容器に入れる必要があります。

Ｑ．指定容器をどのように購入したらよいですか。

Ａ．容器の製造メーカーに問い合わせいただくか，比較的大きなホームセンタ

ーや専門店で購入できます。又は収集運搬業者にご相談下さい。


